
１　税目別の納税（特別徴収）義務者数調

88,066 88,409 609,711 48,956 96,953 98,823 34,762 95,434 38,263 42,898 - 1,242,275

法 人 の 県 民 税 2,706 6,768 15,905 15,329 3,177 3,358 1,157 1,448 4,119 1,634 - 55,601

- - 176 - - - - - - - - 176

(1,564) (1,564)

- - 7,846 - - - - - - - - 7,846

- - 472 - - - - - - - - 472

949 2,952 2,914 5,076 1,389 1,250 328 1,312 476 456 - 17,102

- - - - - - - - - - 2 2

1,603 5,083 4,130 9,231 2,055 2,664 903 2,669 993 777 - 30,108

- - 11 - - - - - - - - 11

8 6 - 14 3 4 2 - - 1 - 38

- - 43,162 - - - - - - - - 43,162

5 17 117 27 11 10 6 8 7 8 - 216

- - 20,573 - - - - - - - - 20,573

62,624 132,939 223,703 228,769 63,666 75,920 26,826 74,118 32,545 27,777 - 948,887

- 2 - 4 - 5 17 1 - 1 - 30

661 - - 934 - 393 197 149 138 114 - 2,586

- - - - - - - - - - 1 1

- 1 - 4 - - - 1 1 - - 7

156,622 236,177 928,720 308,344 167,254 182,427 64,198 175,140 76,542 73,666 3 2,369,093

(1,564) (1,564)

（注）1　カッコ内は県民税利子割に係る営業所数である。

　　　2　地方消費税の徴収委託機関とは，国税庁と税関である。

　　　3　法人県民税の納税義務者数は，確定申告したもの及び決定したものを記載した。

　　　４　県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割については，平成２８年度より納入申告書数とした。
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　　　　　事務所名

 　税目

県 た ば こ 税

不 動 産 取 得 税
（ 課 税 件 数 ）

個 人 の 県 民 税

個 人 の 事 業 税

県 民 税 株 式 等
譲 渡 所 得 割
（ 納 入 申 告 書 数 ）

地 方 消 費 税
（ 徴 収 委 託 機 関 ）

県 民 税 配 当 割
（ 納 入 申 告 書 数 ）

核 燃 料 税

ゴ ル フ 場 利 用 税
（ 施 設 数 ）

産 業 廃 棄 物 税
（特別徴収義務者）

自 動 車 取 得 税
（ 課 税 台 数 ）

軽 油 引 取 税
（特別徴収義務者）

自 動 車 税 種 別 割
（ 定 期 賦 課 台 数 ）

自動車税環境性能割
（ 課 税 台 数 ）


